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川
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デ
オ
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と
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て
の
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族
制
度
」

原

島

重

義
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家
族
制
度
を
め
ぐ
る
論
議
は
、
過
去
に
お
い
て
、
つ
ね
に
政
治

に
つ
な
が
る
問
題
で
あ
っ
た
し
、
現
在
で
も
、
そ
れ
に
変
り
が
な

い
。
最
近
の
憲
法
改
正
の
動
き
に
徴
し
て
も
、
こ
れ
に
正
し
く
、

か
つ
強
力
に
対
処
す
る
た
め
の
科
単
的
な
判
断
を
も
つ
こ
と
は
、

今
日
の
さ
し
せ
ま
っ
た
課
題
で
あ
る
。
本
書
も
、
こ
の
課
題
に
対

す
る
貴
重
な
寄
与
で
あ
る
。
●

　
本
書
は
、
川
島
教
授
が
戦
後
、
二
一
二
年
か
ら
三
〇
年
に
わ
た
っ

て
発
表
さ
れ
た
論
丈
中
か
ら
八
編
を
集
録
し
、
こ
れ
に
新
た
に
序

論
を
加
え
て
、
成
っ
て
い
る
。
六
論
文
か
ら
成
る
第
一
部
「
家
族

制
度
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
法
」
は
、
　
「
法
律
に
表
朋
さ
れ
た
政
府
公

定
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
し
て
の
家
族
制
度
を
法
社
会
学
の
立
錫
か

ら
究
明
」
し
た
も
の
で
、
　
本
書
中
の
主
要
部
を
な
し
、
　
第
二
部

「
志
摩
篇
漁
村
の
山
糧
愛
吟
…
・
つ
ま
ど
い
婚
…
に
つ
い
て
」
は
、
　
「
家
族

制
度
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
は
全
く
逆
の
価
値
体
系
を
、
そ
れ
を
支
え

る
現
実
の
行
動
様
式
お
よ
び
そ
の
社
会
的
基
礎
と
と
も
に
、
明
ら

か
に
す
る
」
意
図
で
書
か
れ
て
い
る
。
　
第
三
部
「
家
元
制
度
」

は
、
　
「
家
族
制
度
の
い
わ
ば
周
辺
に
位
置
す
る
現
象
と
も
言
う
べ

き
家
元
制
度
の
分
析
を
目
的
製
す
る
。
」
（
以
上
、
は
し
が
き
参
照
∀

　
こ
の
よ
う
に
こ
れ
ら
の
論
丈
は
、
わ
が
国
の
社
会
秩
序
を
支
え

る
普
遍
的
な
構
成
要
素
と
し
て
の
、
「
家
族
制
度
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
」

を
迫
求
し
、
教
授
の
い
わ
ゆ
る
「
日
本
社
会
の
家
族
的
構
成
」
を

明
ら
か
に
す
る
、
込
い
う
点
で
、
密
接
に
関
連
し
て
い
る
。
私
は

中
で
も
、
教
授
が
特
色
あ
る
方
法
で
、
し
か
も
本
書
の
主
要
な
対

』
象
’
L
G
さ
れ
た
、
と
球
心
わ
れ
る
テ
ー
マ
に
佳
酒
占
伽
を
ム
ロ
わ
せ
て
紹
介
す

る
こ
乏
に
し
た
い
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、

　
　
　
　
　
×
　
　
　
×
　
　
　
　
　
　
　
　
　
×
　
　
　
×

　
家
族
制
度
は
イ
デ
オ
・
ギ
ー
と
し
て
、
つ
ま
り
、
　
『
支
配
服
従

関
係
を
「
正
当
」
な
も
の
と
し
て
正
当
化
甘
ω
一
丁
く
す
る
思
想
の

・
組
維
さ
れ
た
一
形
態
』
（
三
五
一
頁
）
と
し
て
機
能
す
る
。
従

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

っ
て
、
そ
れ
は
一
定
の
価
値
の
体
系
を
な
し
て
お
り
、
こ
の
内
容

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぬ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
　
　
　
も
　
　
　
へ
　
　
　
ぬ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
　
　
　
ぬ

そ
の
も
の
、
言
い
換
え
れ
ば
、
そ
の
価
値
体
系
の
論
理
構
造
を
朋

ら
か
に
す
る
こ
と
が
、
本
書
に
お
い
て
川
島
教
授
が
意
図
さ
れ
た

主
．
要
テ
ー
マ
の
一
つ
で
あ
っ
た
、
と
解
さ
れ
る
。
そ
の
揚
合
、
家

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

族
制
皮
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
基
本
的
な
内
容
を
、
近
代
的
家
族
の
ぞ
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評漸孟
1三1

れ
と
の
対
．
比
に
お
い
て
明
ら
か
に
さ
れ
ろ
。

　
第
六
章
「
近
代
的
婚
姻
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
」
は
、
カ
ン
ト
の
婚

姻
論
を
、
　
「
近
佳
市
民
的
価
値
体
系
の
中
に
お
け
る
一
夫
一
婦
制

の
位
置
づ
け
」
（
二
五
〇
頁
）
と
見
て
、
こ
れ
を
通
じ
て
、
．
近
代
的

家
族
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
論
理
構
造
を
明
．
ち
か
に
す
る
意
図
を
も
つ

、
と
解
さ
れ
る
。
そ
こ
で
、
カ
ン
ト
の
「
対
物
的
・
対
．
入
的
な
権

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

利
」
の
理
論
は
、
近
代
市
民
的
婚
姻
を
、
相
互
に
相
手
方
の
自
由
意

へ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

思
を
媒
介
と
す
る
行
為
．
請
求
権
に
よ
っ
て
構
成
し
（
対
．
人
的
・
債

　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

権
的
）
、
契
約
的
性
質
と
非
権
力
的
性
質
を
骨
子
と
す
る
も
の
で
あ

ド
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

り
、
同
時
に
、
一
夫
一
婦
制
を
、
夫
婦
相
互
が
相
手
方
を
独
占
排

へ
　
　
　
へ

他
的
に
支
配
・
す
る
関
係
（
対
物
的
・
物
権
的
）
と
し
て
構
成
し
た

点
は
、
近
代
市
民
、
社
会
の
も
っ
と
も
基
礎
的
な
価
値
を
形
成
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

近
代
的
な
所
有
型
態
と
対
応
関
係
に
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
ま
た
そ

の
必
然
性
を
指
摘
さ
れ
た
（
二
五
〇
頁
以
下
）
ゆ

　
教
授
自
身
は
近
代
的
家
族
な
い
し
家
族
法
を
、
次
の
よ
う
に
規

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

定
さ
れ
る
。
　
『
r
「
家
」
乃
至
「
家
」
的
同
族
団
体
と
い
う
外
枠
が

ま
す
入
王
関
係
を
掬
塾
し
て
一
つ
の
団
体
（
協
同
体
）
を
つ
く
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
　
　
う

と
い
う
の
で
な
く
て
、
自
山
∵
な
主
体
者
た
ろ
個
入
が
そ
の
相
互
の

室
体
的
な
意
思
を
媒
介
と
し
て
結
合
す
る
と
い
う
こ
と
が
、
薪
し

い
「
家
族
法
」
1
貯
白
＝
団
冨
薫
1
の
墓
本
原
理
で
あ
る
は

す
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
夫
婦
が
全
家
族
法
の
出
発
点
で
あ
り
基

礎
で
あ
り
、
つ
い
で
、
そ
の
闘
に
生
れ
た
未
威
年
の
子
と
親
乏
の

関
係
に
発
展
し
、
さ
ら
に
こ
の
上
に
発
展
し
た
も
の
と
し
て
の
一

定
の
血
族
、
婚
姻
闇
の
権
利
義
務
が
成
立
す
る
と
い
う
ふ
う
に
』

（
第
三
章
一
七
二
頁
）
。

な
て
、
響
雰
需
読
瀦
合
で
あ
る
（
皆
頁
豪
族
制

度
は
、
終
局
の
基
礎
を
自
財
な
掴
入
と
す
る
近
代
市
民
的
家
族
に

対
し
、
　
『
権
威
的
・
権
力
的
な
「
家
」
乃
葦
家
長
に
支
酊
さ
れ
る

不
自
由
な
個
入
の
協
同
体
』
さ
し
て
対
置
さ
れ
ろ
（
同
上
）
。
　
そ

の
も
っ
と
も
重
要
な
点
は
、
家
長
の
権
力
を
神
聖
化
し
、
そ
れ
を

伝
統
の
力
に
よ
っ
て
補
強
し
、
且
つ
権
力
支
配
を
外
見
的
に
見
え

に
く
い
或
ぱ
外
見
的
に
穏
和
な
も
の
と
す
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
そ
し
て
家
族
制
度
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
は
、
そ
れ
を
〔
家
族
秩
序

に
圃
有
な
も
の
x
考
え
方
、
閲
有
な
行
動
様
式
、
つ
ま
り
支
配
服

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
へ
　
　
　
あ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
　
も

従
の
原
理
〕
を
利
用
し
て
国
家
権
力
の
道
具
に
ま
で
高
め
た
棄
．
案

な
の
で
あ
る
（
第
一
章
三
二
頁
以
下
）
。

　
　
　
　
　
×
　
　
　
×
　
　
　
　
．
　
　
　
　
×
　
　
　
×

　
こ
の
よ
う
な
家
族
制
度
イ
デ
オ
・
ギ
ー
は
、
第
二
章
、
『
イ
デ
オ

ロ
ギ
ー
と
し
て
の
「
孝
」
』
に
お
い
て
、
そ
の
価
値
体
系
と
し
て

の
論
理
構
造
を
、
　
「
孝
と
恩
」
の
基
本
原
理
を
通
じ
て
極
め
て
具

体
的
に
と
ち
え
ら
れ
、
第
一
章
「
家
族
制
度
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
構

造
と
機
能
」
に
お
い
て
、
そ
の
「
形
成
発
展
と
、
そ
れ
が
政
治
に
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書

さ
つ
て
も
つ
意
味
を
明
ら
か
に
す
る
し
（
三
〇
頁
）
視
点
、
　
い
わ

ば
思
想
史
的
視
点
か
ら
と
ら
え
ら
一
れ
て
い
る
。

　
第
二
章
ぱ
本
書
中
で
も
き
わ
め
て
内
容
曲
互
か
な
部
分
で
あ
ろ
。

教
授
は
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
エ
ー
バ
ー
の
方
法
を
駆
使
し
な
が
ら
、
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヵ
　
　
　
　
　
ミ
　
　
へ
　
　
も

本
儒
教
の
孝
を
、
恩
に
条
件
づ
け
ら
れ
た
も
の
、
そ
の
限
り
で
な

お
主
体
性
が
み
と
め
ら
れ
る
封
建
的
な
も
の
、
と
し
て
、
古
典
儒
’

教
の
孝
、
つ
ま
り
、
服
従
者
の
無
条
件
的
な
、
従
っ
て
服
従
者
の

主
体
性
を
と
ど
め
ぬ
隷
従
性
を
骨
子
と
す
る
家
父
長
的
・
奴
隷
的

な
孝
の
類
型
と
対
覧
れ
た
（
跳
U
。
し
か
し
な
が
ち
、
『
少

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
コ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
へ

く
と
も
徳
川
時
代
の
庶
民
儒
教
以
来
の
観
念
形
態
に
お
い
て
は
、

特
殊
口
封
建
的
な
主
体
性
ぼ
き
わ
め
て
稀
簿
で
あ
り
、
　
「
因
と
に

よ
る
条
件
づ
け
と
い
う
論
理
お
よ
び
心
理
の
実
質
的
意
義
も
は
な

は
だ
舞
だ
と
認
め
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
三
爵
）
乞
て
、
つ

ま
り
は
わ
が
国
の
家
族
規
範
に
お
い
て
は
、
家
父
長
的
な
（
絶
対

無
条
件
的
）
「
恭
順
」
空
路
鋒
の
意
識
が
濃
く
て
、
主
体
的
規
範

意
識
を
基
礎
と
し
要
素
と
す
る
道
徳
が
、
少
く
と
も
完
全
な
形
で

は
存
在
し
な
か
っ
た
、
と
指
摘
さ
れ
た
。
と
く
に
そ
の
社
会
的
基

礎
と
し
て
　
徳
川
幕
藩
体
制
の
構
造
に
つ
き
示
唆
が
な
さ
れ
た

（恥

b
）
。
ま
た
明
強
弾
の
孝
の
教
説
ξ
い
て
は
、
儒
教
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

構
成
か
ら
、
親
子
間
の
愛
情
を
中
心
に
「
人
類
自
然
の
情
」
と
し

て
説
く
万
古
不
易
の
「
自
然
法
」
的
構
成
へ
の
変
化
を
指
摘
さ
れ

た
（
一
二
一
二
頁
以
下
）
。

笹
章
で
は
、
先
ず
、
「
教
学
大
旨
」
（
粛
粛
）
、
「
幼
学
綱
要
」

（明

N
）
を
対
藷
、
そ
の
「
恩
」
の
論
誓
「
忠
童
致
」
の

教
説
が
分
析
さ
れ
ろ
。
徳
川
時
代
に
は
本
来
武
士
階
級
の
み
の
独

占
的
道
徳
で
あ
っ
た
儒
教
を
、
　
「
農
工
商
」
の
庶
民
に
も
教
え
こ

む
こ
と
に
よ
っ
て
、
明
治
中
央
政
府
に
対
し
て
従
順
な
パ
ー
ソ
ナ

リ
テ
ィ
を
つ
く
る
こ
と
を
意
図
し
、
本
来
は
徳
川
時
代
に
は
封
建

領
主
に
対
す
る
家
来
の
道
徳
で
あ
っ
た
「
忠
」
を
、
天
皇
に
対
す

ろ
国
警
道
徳
絵
換
し
た
き
う
に
そ
の
幕
が
あ
る
（
薩

下
）
。
さ
ら
に
教
授
は
、
反
動
的
政
権
の
決
定
的
な
勝
利
後
に
出

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
瑚
稀
二
）
を
と
り
上

版
さ
れ
た
東
久
世
通
馨
「
修
身
教
科
書
」
（

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぬ
　
　
　
ヘ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

げ
ら
れ
た
。
親
の
子
に
対
す
る
身
分
の
隔
絶
、
子
の
親
に
対
す
る

恭
順
志
絶
対
服
従
の
教
説
を
基
礎
き
し
て
、
天
皇
と
国
民
の
関
係

へ
の
、
家
露
係
暴
推
赤
蝕
蔀
（
驕
矯
齢
禦
三

葉
順
以
）
に
よ
る
、
「
国
民
の
宗
家
」
た
美
浦
へ
憲
馨
務

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
羅
頁
）
．

の
強
調
を
、
こ
の
段
階
で
の
翼
型
と
し
て
示
さ
れ
た
（

敗
戦
に
い
た
う
ま
で
、
家
族
制
度
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
有
力
な
根
拠

と
し
て
作
用
し
た
明
治
三
一
年
民
法
も
ま
た
、
こ
の
線
に
沿
っ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ら
　
　
ヘ
　
　
ヘ

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
流
の
家
族
法
一
す
な
わ
ち
、
夫
婦
と
親
子
の
個
入
対

　
ち
　
　
　
へ個

入
の
相
互
の
権
利
義
務
関
係
に
よ
っ
て
成
り
立
つ
一
で
は
な

く
、
　
「
家
」
を
基
礎
と
す
る
団
体
法
的
家
父
長
制
を
規
定
し
た
こ
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評書

を
述
べ
（
四
四
頁
以
下
）
、
そ
の
黒
鼠
健
及
ん
で
い
る
。
と
《
に

　
　
　
　
　
　
　
　
面
一
）
、
「
提
の
道
」
（
醐
一
）
、
「
戦
時

「
国
体
の
本
義
」
（

家
庭
教
育
指
導
要
綱
」
（
蹴
鞠
一
）
等
に
跡
づ
け
ら
れ
た
、
全
体
主

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ド
　
　
ゴ

義
的
独
裁
制
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
し
て
機
能
す
る
｛
娠
族
制
度
イ
デ

オ
・
ギ
ー
の
分
析
は
興
味
・
深
い
。
「
我
が
国
民
の
生
活
の
基
本
は
、

西
洋
の
如
く
個
人
に
も
な
け
れ
ば
夫
「
婦
に
も
な
い
。
．
そ
れ
は
家
で

あ
る
。
」
（
魏
の
）
よ
う
よ
う
に
、
塾
に
、
「
封
建
堕
な
型

の
支
配
で
は
な
毛
（
明
治
初
期
の
家
族
制
度
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
対
比
）
、
講
論
論
な

「
家
」
的
な
「
恭
順
」
的
支
配
の
強
調
。
第
二
に
、
　
「
家
」
に
特

・
有
の
「
和
」
の
精
神
、
　
「
帰
一
」
の
原
理
の
強
調
。
す
な
わ
ち
、

こ
こ
で
ば
、
重
点
は
、
「
封
建
的
」
な
家
族
制
度
か
ら
、
よ
り
庶

民
的
な
「
家
」
的
家
父
長
制
に
う
つ
っ
て
い
る
。
こ
の
点
に
権
力

　
　
　
　
ヘ
　
　
　
リ
　
　
ゐ

が
民
．
衆
を
直
接
に
支
配
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
「
日
本
型
全
体
主

義
」
が
反
映
し
て
い
る
。
第
三
に
、
権
力
が
も
つ
ば
ら
天
皇
と
国

民
と
の
関
係
と
し
て
説
明
さ
れ
、
権
力
の
ほ
ん
と
う
の
に
な
い
手

が
あ
い
ま
い
に
さ
れ
（
或
は
、
か
く
さ
れ
）
て
い
ろ
、
と
結
論
さ

れ
た
（
甚
六
）
。

　
と
こ
ろ
で
、
戦
後
の
民
．
主
主
義
的
改
革
・
の
事
業
で
あ
る
改
正
民

法
は
、
　
「
家
」
制
度
を
廃
止
し
た
に
も
拘
わ
ら
す
、
協
同
体
と
し

て
の
窺
族
L
（
整
事
事
墜
乃
至
「
家
」
の
概
念
は
姿
を

消
し
た
訳
で
は
な
い
。
第
七
三
〇
条
、
第
八
七
七
条
二
項
、
第
八

七
九
条
に
お
い
て
、
　
姿
を
か
え
て
、
　
し
か
も
よ
り
多
く
現
実
の

「
家
」
的
目
「
親
族
」
的
協
同
休
に
即
し
て
規
定
さ
れ
て
い
る
。

そ
こ
に
は
、
観
入
的
個
入
の
関
係
を
基
礎
と
す
る
「
家
族
法
」
と

依
然
と
し
て
協
同
体
を
指
示
す
ろ
前
近
代
的
な
「
親
族
法
」
込
の

矛
盾
を
含
ん
で
い
る
（
第
ご
章
、
　
八
七
、
　
九
〇
頁
参
照
）
・
婁
を
「
こ
の

矛
盾
が
何
時
解
決
さ
れ
ろ
か
ば
、
入
々
の
現
実
の
家
族
生
活
に
お

け
ろ
変
．
革
と
x
も
に
、
ま
た
同
時
に
政
治
の
世
界
に
お
け
る
民
主

主
義
的
変
革
に
か
か
っ
て
い
る
」
（
同
上
）
。

　
　
　
　
　
×
　
　
　
×
　
　
　
　
　
　
　
　
×
　
　
　
×

　
こ
の
よ
う
な
川
島
教
授
の
成
果
を
摂
取
し
て
、
わ
れ
わ
れ
の
共

同
の
財
産
と
す
る
た
め
に
は
、
如
上
の
課
題
に
答
え
る
共
同
の
仕

事
の
中
に
こ
れ
を
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
す
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。

　
以
上
に
よ
っ
て
明
ら
か
な
よ
う
に
、
教
授
に
お
い
て
は
、
家
族

制
度
イ
デ
オ
・
ギ
ー
の
論
理
構
造
が
、
家
父
掻
的
権
力
の
原
理
と

封
建
的
臣
従
の
原
理
、
さ
ら
に
近
代
市
民
的
な
権
利
義
務
関
係
の

原
理
、
と
い
う
基
本
的
な
類
型
に
て
ら
し
て
、
い
わ
ば
類
型
的
な

把
握
の
方
法
に
よ
っ
て
、
そ
の
形
成
と
発
展
の
具
体
的
な
意
味
内

容
が
堀
り
起
さ
れ
て
い
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
明
．
治
絶
対
主
義
政
権
が
、
つ
ね
に
、
す
べ
て
に
わ

　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ト

た
っ
て
近
代
化
の
敵
で
は
な
か
っ
た
こ
と
は
、
い
う
ま
で
も
な

い
。
従
っ
て
た
と
え
ば
、
明
治
民
法
に
あ
っ
て
、
　
『
「
封
建
的
」
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ヘ
　
　
　
へ

　
　
な
旧
武
士
層
の
家
族
制
度
は
近
代
的
な
諸
要
素
に
よ
り
修
正
さ
れ

　
　
て
お
り
、
し
た
が
っ
て
艮
．
法
の
家
族
法
・
家
族
制
度
は
、
　
「
半
封

　
　
建
的
」
妻
定
さ
れ
ろ
べ
き
も
の
で
あ
ろ
。
』
（
譲
四
）
明
護

　
　
府
は
一
方
に
お
い
て
封
建
的
な
身
分
的
差
別
を
廃
止
し
、
他
方
に

　
　
お
い
て
人
民
の
「
家
」
的
規
制
を
再
編
し
て
行
っ
た
。
権
力
そ
れ

　
　
ぬ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

　
　
自
体
が
近
代
化
と
封
建
的
諸
関
係
の
温
存
と
い
う
矛
盾
を
含
み
、

O

　
　
こ
の
矛
盾
は
絶
対
主
義
政
府
の
富
国
強
兵
・
殖
産
興
業
の
推
進
と

　
　
い
う
点
で
統
一
さ
れ
て
い
る
。
従
っ
て
、
修
正
さ
れ
た
「
半
封
建

　
　
的
」
家
族
制
度
の
成
立
の
問
題
は
、
基
本
的
に
は
、
こ
の
矛
盾
の

　
　
構
造
と
発
展
過
程
の
分
析
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
　
（
越
生
編
瞥
譲
鰐
竪
㌍
糟
㎜
驚
ど
隔
磐
織

　
　
飢
燦
惣
％
寄
寄
瑞
磯
引
割
靴
麓
［
家
」
森
戴
燗

　
　
灘
熟
固
唾
蝦
魁
醐
破
獅
灘
法
認
％
謙
語
鷺
輪
盤
礁
舖
鎧
鼠
》
）

　
　
　
つ
ま
り
、
こ
の
こ
と
を
言
い
換
え
る
な
ら
ば
、
言
葉
の
正
し
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

　
　
意
味
で
の
家
族
制
度
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
発
展
は
、
　
「
家
族
関
係
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
へ

　
　
類
推
と
擬
制
の
論
理
」
が
機
能
す
る
。
支
配
の
実
体
と
、
そ
の
発

　
　
展
過
程
に
即
し
て
は
じ
め
て
、
よ
り
具
体
的
で
あ
り
う
る
、
と
い

評
う
こ
と
で
あ
る
（
釧
舗
羅
則
鞍
灘
豪
胆
惚
緩
郵
二

二
、
囎
）
．
こ
れ
を
た
圭
ば
、
最
近
の
民
盗
ハ
論
争
に
関
す
る
研

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヤ
　
　
　
も

究
に
徴
し
て
見
る
な
ら
ば
、
旧
民
．
法
が
明
治
民
法
よ
り
も
よ
り
近

代
的
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
、
の
問
題
か
ら
、
法
典
論
争
の
基
本
的

な
政
治
史
的
背
景
に
も
関
心
が
向
け
ら
れ
て
来
た
（
地
響
碧

蟹
吻
㍊
鴨
い
鎌
継
麟
が
欝
丞
．
法
錦
窯
陳
藤
）
．
こ

の
よ
う
に
具
体
化
し
た
視
角
か
ら
、
近
代
市
民
的
家
族
の
法
制
化

の
可
能
性
は
す
で
に
消
失
し
て
い
た
こ
ぎ
、
論
争
は
、
近
代
的
小
家

族
主
義
と
封
建
的
家
父
長
家
族
‡
義
乏
の
対
決
で
は
な
く
、
絶
対

主
義
内
部
の
分
裂
に
す
ぎ
な
か
っ
た
、
と
い
う
問
．
題
提
起
が
な
さ

れ
て
い
る
（
陛
論
蜘
瀦
講
壇
讃
纏
姦
噸
罐
謬

魏
争
）
。
本
書
の
轟
な
成
果
で
あ
る
、
掻
頭
「
親
族
」
概
念

　
　
ヘ
ロ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

の
、
関
係
概
念
と
団
体
概
念
の
矛
盾
之
の
瀦
（
第
三
章
参
照
）
の
分

析
も
、
さ
ら
に
右
の
よ
う
な
意
味
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
．
歴
史
的
段
階

で
の
意
義
を
具
体
化
し
う
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
よ
う
。
ま
た
、
教

授
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
た
「
外
形
に
お
い
て
は
反
動
的
な
、
実
質

に
お
い
て
は
当
時
の
民
法
よ
り
も
個
人
主
義
的
な
」
臨
時
法
制
審

礒
会
親
族
篇
・
相
続
篇
の
改
正
要
綱
（
五
〇
頁
、
ま
た
第
四
章
参
照
）
の
蓼

性
の
評
価
の
問
題
も
同
様
で
あ
ろ
う
。

　
と
こ
ろ
で
、
家
族
制
度
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
が
奉
仕
す
る
支
配
の
実

体
は
、
国
家
権
力
の
構
造
・
性
格
の
問
題
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

政
治
権
力
を
組
成
す
る
個
々
の
媒
介
項
の
分
析
に
よ
っ
て
具
体
的
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評書ψ

に
と
ら
え
ら
れ
る
。
と
く
に
、
も
っ
と
も
基
礎
的
な
過
程
た
る

所
存
型
熊
の
誕
の
分
析
に
よ
っ
て
諺
る
（
前
述
第
六
章
二
五
二
頁
参
照
）
。

た
と
え
ば
、
　
「
半
封
建
的
」
な
家
族
制
度
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
成
立

は
、
究
極
的
に
ぱ
、
重
要
な
媒
介
項
と
し
て
、
明
治
二
〇
年
代
に

お
け
る
寄
生
地
主
制
の
確
立
を
前
提
と
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
経

済
史
的
な
研
究
が
進
め
ば
　
次
第
に
こ
の
よ
う
な
点
で
も
豊
か
な

成
果
を
生
む
に
至
ろ
う
。
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
エ
ー
。
バ
ー
的
方
法
が
威

力
を
発
揮
し
た
本
書
第
二
部
、
第
三
部
の
よ
う
な
成
果
も
、
右
の

意
昧
で
の
媒
介
項
と
し
て
再
評
価
さ
れ
、
位
置
づ
け
さ
れ
て
行
く

量
が
望
ま
れ
る
（
議
鶴
薪
障
欝
鰯
紛
鶴
輔
駐

臨
誘
に
）
。

　
家
族
制
度
復
活
を
企
図
す
る
憲
法
改
正
が
、
　
「
日
本
の
反
動
化

の
橋
頭
墜
と
な
り
、
労
働
者
と
農
民
と
を
よ
り
一
そ
う
犠
牲
に
す

る
政
治
体
制
の
復
活
強
化
の
道
具
と
な
る
性
質
の
も
の
で
あ
る
」

A
則
五
）
こ
と
を
、
吉
明
白
に
す
る
学
問
的
作
業
に
お
い
て
、
川

島
教
授
が
今
後
に
お
い
て
も
指
導
的
な
役
割
を
果
た
し
て
行
か
れ
，

る
よ
う
、
切
に
お
願
い
し
た
い
。
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